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検
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１
．

計
画

事
業

　
　

内
水

対
策

事
業

２
．

計
画

年
次

　
　

平
成

２
３

年
度

～
３

．
計

画
箇

所
　

　
福

井
団

地
地

区
、

十
神

地
区

４
．

取
り

組
み

の
概

要
　

　
基

本
計

画
策

定
　

本
年

度
に

お
い

て
、

福
井

団
地

地
区

と
十

神
地

区
の

内
水

処
理

計
画

を
策

定
す

る
。

　
十

神
地

区
に

お
い

て
は

、
南

十
神

町
と

新
十

神
町

の
２

地
区

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
内

水
処

理
計

画
を

策
定

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

　
南

十
神

町
は

、
西

の
川

及
び

前
の

川
に

排
水

ポ
ン

プ
施

設
を

整
備

し
て

い
る

が
、

高
潮

時
の

降
雨

に
よ

る
湛

水
を

排
除

す
る

能
力

が
低

い
た

め
、

排
水

ポ
ン

プ
機

能
強

化
や

中
海

護
岸

整
備

に
併

せ
た

西
の

川
へ

の
潮

止
め

ゲ
ー

ト
の

設
置

を
検

討
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
　

一
方

、
新

十
神

町
に

お
い

て
は

、
十

神
山

東
側

に
市

の
潮

止
め

樋
門

を
設

置
し

て
い

る
排

水
路

で
あ

り
、

排
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

内
水

処
理

を
検

討
す

る
。

　
福

井
団

地
地

区
に

お
い

て
は

、
一

級
河

川
吉

田
川

に
流

入
す

る
坂

田
川

、
頭

無
川

等
の

流
域

に
お

い
て

高
潮

に
よ

る
内

水
被

害
が

発
生

し
て

い
る

。
　

内
水

被
害

発
生

の
メ

カ
ニ

ズ
ム

が
解

ら
な

い
た

め
、

単
な

る
堤

防
護

岸
の

改
善

（
嵩

上
げ

）
だ

け
で

は
解

決
で

き
な

い
と

判
断

し
て

い
る

。
本

年
度

は
、

流
域

内
の

内
水

被
害

箇
所

の
現

況
調

査
を

行
う

と
と

も
に

西
赤

江
地

区
の

自
治

会
で

設
置

さ
れ

た
協

議
会

と
連

携
を

図
り

な
が

ら
、

内
水

処
理

計
画

の
基

本
的

な
方

針
を

決
め

た
い

。

　
内

水
処

理
計

画
の

策
定

の
た

め
に

、
国

や
県

と
の

計
画

協
議

が
必

要
で

あ
る

と
と

も
に

、
内

水
被

害
の

早
期

解
消

に
向

け
た

具
体

的
な

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

も
併

せ
て

協
議

し
た

い
。

　
今

年
度

か
ら

の
ス

タ
ー

ト
で

あ
り

、
事

業
費

、
事

業
期

間
、

関
連

事
業

等
も

現
段

階
で

は
全

く
白

紙
の

状
態

で
あ

り
、

基
本

計
画

を
策

定
し

た
後

で
事

業
費

、
事

業
期

間
等

の
概

略
が

見
え

て
く
る

と
考

え
て

い
る

。

■
米

子
港

■
米

子
港

・
背

後
に

港
湾

施
設

が
な

い
地

域
に

つ
い

て
は

、
護

岸
引

継
に

必
要

な
台

帳
等

資
料

の
整

理
中

。
　

特
に

な
し

・
護

岸
引

継
に

必
要

な
台

帳
等

に
つ

い
て

は
概

成
。

・
平

成
２

３
年

度
は

、
用

地
境

界
を

明
確

に
す

る
作

業
や

、
護

岸
の

健
全

度
調

査
・
点

検
を

行
い

、
円

滑
に

移
管

で
き

る
よ

う
取

り
組

ん
で

い
く
。

■
境

漁
港

（
県

管
理

漁
港

）
■

境
漁

港
（
県

管
理

漁
港

）
・
漁

港
区

域
は

、
今

回
の

斐
伊

川
水

系
河

川
整

備
計

画
の

中
で

中
期

ま
で

の
整

備
計

画
区

間
に

含
ま

れ
て

い
な

い
。

　
な

お
、

矢
板

護
岸

の
防

食
対

策
（
機

能
保

全
事

業
）
を

今
年

度
よ

り
工

事
着

手
予

定
。

・
矢

板
護

岸
の

防
食

工
事

（
機

能
保

全
事

業
）
に

つ
い

て
は

、
予

定
ど

お
り

工
事

着
手

予
定

。

〔
以

下
、

市
管

理
漁

港
の

た
め

　
参

考
〕

■
渡

漁
港

（
境

港
市

管
理

漁
港

）
・
漁

港
区

域
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

国
の

水
産

審
議

会
に

て
承

認
済

。
工

事
完

成
後

、
境

港
市

に
お

い
て

漁
港

区
域

の
変

更
を

告
示

予
定

。
・
現

漁
港

の
財

産
処

分
に

つ
い

て
は

、
境

港
市

が
水

産
庁

に
申

請
書

を
提

出
予

定
。

・
工

事
は

今
年

度
国

土
交

通
省

が
予

定
通

り
発

注
予

定
。

・
漁

港
区

域
の

埋
立

申
請

に
つ

い
て

は
、

今
後

境
港

市
の

申
請

を
も

と
に

県
が

承
認

予
定

。
■

崎
津

漁
港

（
米

子
市

管
理

漁
港

）
・
国

土
交

通
省

が
護

岸
嵩

上
げ

を
行

い
、

整
備

完
了

。

65
安

来
市

鳥
取

県
（
空

港
港

湾
課

）
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１
．

島
田

地
区

国
営

代
行

干
拓

事
業

　
位

　
置

　
：
　

安
来

市
島

田
町

　
工

　
期

　
：
　

昭
和

２
６

～
３

８
年

度
　

工
事

概
要

：
農

地
等

造
成

3
7
.3

h
a　

（
田

3
3
.3

h
a､

畑
1
.8

h
a､

そ
の

他
2
.2

h
a）

　
　

　
　

　
　

　
　

※
　

干
拓

堤
防

延
長

1
,8

1
0
ｍ

２
．

島
田

地
区

干
拓

堤
防

の
管

理
　

管
理

対
象

　
：
　

干
拓

堤
防

（
延

長
1
.8

km
、

土
地

1
.4

h
a）

　
堤

防
管

理
者

：
　

島
根

県
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

管
理

委
託

協
定

S
6
2
.4

.1
付

け
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
委

託
者

/
農

林
水

産
省

　
受

託
者

/
島

根
県

　
管

理
概

要
　

：
　

県
単

予
算

委
よ

り
管

理
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
H

2
0
～

　
堤

防
補

修
（
段

階
的

）
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
H

2
2
堤

防
全

区
間

補
修

L
=
1
,7

3
0
ｍ

、
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
事

業
費

1
.4

億
円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

H
1
4
～

　
草

刈
り

等
管

理
実

施
　

木
戸

川
右

岸
側

の
河

口
付

近
に

流
出

す
る

排
水

路
に

お
い

て
、

高
潮

時
の

逆
流

と
出

水
に

よ
る

増
水

の
影

響
に

よ
り

、
一

般
県

道
安

来
港

線
及

び
安

来
港

臨
港

道
路

の
一

部
が

冠
水

し
、

全
面

通
行

止
め

等
の

通
行

規
制

が
発

生
し

て
い

る
。

　
平

成
２

２
年

度
か

ら
冠

水
対

策
工

事
を

実
施

し
、

安
全

安
心

な
通

行
の

確
保

と
民

生
の

安
定

を
図

る
。

１
．

事
　

業
　

名
　

　
県

単
道

路
整

備
(災

害
防

除
)事

業
２

．
工

　
　

　
期

　
　

平
成

２
２

年
１

０
月

～
平

成
２

３
年

６
月

３
．

箇
　

　
　

所
　

　
安

来
市

安
来

町
４

．
取

り
組

み
の

概
要

　
　

・
本

体
工

（
吸

水
槽

、
吐

出
水

槽
）
　

１
式

　
　

・
基

礎
工

（
Ｐ

Ｈ
Ｃ

杭
）
Ｎ

＝
１

８
本

（
@

L
=
9
ｍ

）
　

　
・
ゲ

ー
ト

工
　

１
式

　
　

・
揚

排
水

ポ
ン

プ
（
口

径
3
5
0
m

m
、

0
.2

8
m

3
/
s）

１
基

１
．

計
画

事
業

　
　

県
単

河
川

緊
急

整
備

事
業

２
．

計
画

年
次

　
　

平
成

２
３

年
度

３
．

計
画

箇
所

　
　

一
級

河
川

吉
田

川
　

安
来

市
東

赤
江

町
福

井
地

区
４

．
取

り
組

み
の

概
要

　
今

年
度

、
浸

水
原

因
調

査
及

び
対

策
検

討
を

行
う

。

　
平

成
２

３
年

６
月

に
冠

水
対

策
完

了
。

　
農

政
局

、
国

土
交

通
省

出
雲

河
川

事
務

所
、

県
で

移
管

に
つ

い
て

の
協

議
を

継
続

。

7

・
地

元
か

ら
国

土
交

通
省

へ
の

堤
防

移
管

要
望

あ
り

。
・
農

政
局

、
県

、
国

土
交

通
省

出
雲

河
川

事
務

所
で

、
移

管
に

つ
い

て
の

協
議

を
継

続
し

て
実

施
し

て
い

る
が

、
築

堤
目

的
が

農
地

の
保

全
で

あ
る

こ
と

、
移

管
後

の
維

持
管

理
費

の
負

担
等

の
課

題
が

あ
る

。

9

　
普

通
河

川
の

坂
田

川
・
頭

無
川

も
含

め
た

対
策

が
必

要
。

今
後

、
国

・
県

・
安

来
市

で
調

整
が

必
要

。
　

平
成

２
３

年
１

月
に

開
催

さ
れ

た
「
中

海
護

岸
整

備
等

に
関

す
る

事
務

会
議

（
安

来
市

）
」
に

お
い

て
、

今
年

度
浸

水
原

因
調

査
及

び
対

策
検

討
を

行
う

こ
と

を
説

明
。

島
根

県
（
農

村
整

備
課

）

島
根

県
（
道

路
維

持
課

）

島
根

県
(河

川
課

)

8

　
特

に
な

し
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